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はじめに 

米国では1、2000 年代中盤からシェールガスの開発が急速に進められており2、2007 年時

点で 8%であった国内ガス生産量に占めるシェールガスの割合は、2011 年には 30%を占め

るに至っており3、2040 年には 50％に到達することが予測されている4。しかし、急速な開

発の裏側では、シェールガス開発における様々な環境影響も指摘されている。 

 そこで本稿では、シェールガス開発の主要ステークホルダーである政府、事業者、研究

機関、環境団体が公表している情報等を中心に調査し、1．でシェールガス開発工程とそれ

に付随する環境影響を概観し、2．で主要環境影響の発生メカニズムと対策状況の詳細を紹

介し、3．でシェールガス由来の環境リスクについての考察をまとめる。 

 

1. シェールガス開発工程と環境影響 

 

1.1. シェールガス開発の工程 

 シェールガス開発の環境影響を理解するためには、まずはシェールガス開発工程を把握

する必要がある。シェールガス開発は、在来型石油・天然ガスと概ね同様に、探鉱、掘削、

生産、精製、輸送の工程を経て行われる。 

 ただし、シェールガスは、一般に地下 1,000～5,000 m に存在する浸透率が非常に低い頁

岩層から回収される天然ガスであり、在来型天然ガスで用いられる掘削手法でガスを取り

出すことは困難である。在来型天然ガスは一般的に垂直井による生産が主体である一方、

シェールガスは水平井での生産が基本となる。シェールガス坑井掘削では、ドリルで垂直

に掘削した後、途中から水平方向に掘削し、さらに掘削した坑井に高圧力で水・砂・化学

物質から成るフラクチャリング流体を注入して岩盤にガスの通り道を作る水圧破砕という

工程が必須となる。これらの工程は技術水準およびコスト面でのハードルが高いため、シ

ェールガスの商業生産は困難であると言われていた。しかし、水平掘削の低コスト化、水

圧破砕法による人工的な亀裂形成と亀裂を保持する技術、地下の破砕状況を観測するマイ
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クロサイスミック技術が確立されたことで、経済的に生産することが可能となった 2000 年

代中頃から米国内では急速な生産拡大につながっている。シェールガス井の掘削は具体的

には以下の手順で進められる。 

 

① 垂直掘削（Vertical Drilling） 

 生産井の掘削は、ビットと呼ばれるドリルに、ドリルパイプをつなげていき、これを回

転させて行う。この回転とパイプの重さを利用して、先端のビットでかたい岩石をけずり、

地中を掘り進んでいく。 

 

② 水平掘削（Horizontal Drilling） 

 次に、ビットの方向を垂直から徐々に水平方向に向け、掘削を継続する。水平方向の掘

削距離は、2000m にも及ぶ場合もある5。 

 

③ ケーシング（Well Casing） 

 掘削工程と同時並行して、掘削ホールにケーシングパイプの挿入とセメントの注入を行

い、掘削ホール全体を多層的にケーシングする。これは、ホールを通過する流体が外部に

漏洩することを防ぐためである。特に、水資源の貯留する地下数百～600m の浅部において

は、水資源汚染防止の観点から、何重ものケーシング（Conductor Casing および Surface 

Casing）およびセメンチングが施される。 

 

④ パーフォレーション（Perforation） 

 井戸の先端に穿孔銃（爆薬をセットしたパイプ）を挿入し電気的に着火させて、セメン

トを貫き、シェール層に亀裂を形成する。 

 

⑤ 水圧破砕（Hydraulic Fracturing） 

 シェール層に対する穿孔銃による破砕の後、水・砂・化学物質から成る高圧のフラクチ

ャリング流体（Fracturing Mixture）を圧入してさらに岩石を破砕し、割れ目（Fracturing）

を拡大する。これが水圧破砕であり、一つのガス井当り平均 10 回程度行われる（1 ステー

ジの距離は 100m 程度）6。砂粒などの保持材（プロパント）は、Drillout（以下の⑥で説

明）によって坑内の圧力を下げた際に、割れ目が塞がるのを防止する役割がある。平均的

なフラクチャリング流体の構成比としては、水が 99.2％、摩擦減少剤などの化学物質が

0.79%を占める7。一回あたりの水圧破砕で使用される水の量は大よそ 200～300 万ガロンで

ある8。 

 

⑥ ドリルアウト（Drill out） 

 ドリルアウトは、水圧破砕時に坑内の圧力を高圧に維持するためのプラグおよび残余セ
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メントを取り除く工程である。ドリルアウトと同時に、地下に留まる高圧のガスおよびフ

ラクチャリング流体は地表へ流出する。 

 

⑦ フローバック（Flow back） 

 水圧破砕で使用したフラクチャリング流体の大よそ 30%～70%9がポンプによって地上に

還流される（これを“フローバック水”と呼ぶ）。回収装置（2.2 において詳細を説明）が

設置されている場合は、回収されたフローバック水からガス・油・水が分離される。回収

されたガスと油は販売用パイプラインへ送られ、揮発性有機化合物（VOC）は燃焼等の処

理が行われる。フローバック水は水処理施設で浄水処理を行った後、再利用されるか、地

下注入もしくは河川に放流される。なお、保持材（プロパント）は割れ目が閉じるのを防

ぐため地中に残される。 

 

図１ 一般的なシェールガス坑井掘削のイメージ 
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1.2. 環境影響 

 シェールガス開発はその掘削工程を除き、基本的に在来型天然ガスと同様の開発プロセ

スをたどるため、シェールガス由来の環境影響とは、シェールガス掘削工程に付随する環

境影響を意味すると言える10。そこで、シェールガス特有の掘削手法とそれに付随すると想

定される環境リスクを表１にリストアップした。これらの環境影響の中でも、既往研究11に

よれば主要な環境影響は、概ね次の 3 点にまとめられる。第一に、掘削時の水圧破砕工程

に用いられるフラクチャリング流体およびメタンガスの地下水・地表水への混入、第二に、

採掘現場から発生するメタンガスや揮発性有機化合物の大気への漏えい、第三に、フラク

チャリング流体のシェール地層への圧入および廃水の地中への圧入による微小地震の誘発、

である。そこで次章では、これらの環境影響の発生メカニズム、対策および規制状況につ

いて概観する。 

表１ シェールガス掘削と懸念が指摘されている環境リスク 

シェールガス掘削工程 主な環境影響

垂直掘削
（Vertical Drilling）

水平掘削
（Horizontal Drilling）

ケーシング
（Well Casing）

○水汚染
・ケーシングの施工不備によるガスや水圧破砕用フラクチャリング流体の地下水脈への
混入

パーフォレーション
（Perforation）

水圧破砕
（Hydraulic Fracturing）

ドリルアウト
（Drill out）

フローバック
（Flow back）

○騒音・振動・臭気
○生産サイト・道路整備による森林減少（生態系への影響）
○景観が損なわれる
（ただし、在来型石油・ガスでも同様の環境影響があるため、シェールガスのみのリスク
ではない）

○大気汚染
・ドリルアウト・フローバック工程における有害ガス・メタンガスの漏えい
○水土壌汚染
・フローバック水貯留プールの施工不備による土壌への流出
・フローバック水が未処理のまま土壌や河川に放流
○地震誘発
・廃水の地下注入が微小地震を誘発

○水汚染
・亀裂が想定以上に大きくなることによって地下水脈に化学物質やガスが混入
○土壌汚染
・フローバック水貯留プールからの汚水漏えい
○水資源
水圧破砕用の水が農業用水を供給を圧迫
○地震誘発
・水圧破砕による高水圧が微小地震を誘発
○道路破損・交通渋滞
・水運搬用大型ローリー車の頻繁走行

 

 

 

 

 



IEEJ：2013 年 7 月掲載 禁無断転載 

 

 5 

2. シェールガス開発における環境影響 

 

2.1. 水質汚染・水資源 

 水質汚染においては、水圧破砕工程および廃水処理工程における地下水・地表水汚染、

水資源においては、水圧破砕による水の大量消費が地域の水資源枯渇の原因になるという

指摘がある。それぞれの具体的な事象と現状を①水圧破砕工程、②廃水処理工程、③水資

源においてまとめる。 

 

① 水圧破砕工程 

水圧破砕工程においては、プロパント（砂粒）の流れをスムーズにするための摩擦減少

剤・化学薬品（腐食防止剤、スケール防止剤、バクテリア殺菌剤等）を水とともに地下に

圧入する。この際に、計画以上に亀裂が大きくなることによる地下水脈への化学物質の混

入リスクが指摘されている。 

本リスクについては、水圧破砕と地下水脈の深度に差があることに着目する必要がある。

米国北東部に位置するシェールガス埋蔵エリアの Marcellus の事例では、地下水脈の深度

は 1,000 フィート(約 300m) 以内であるのに対し、水圧破砕は最も浅い部分でも 4,700 フィ

ート(約 1,400m) 程度である。Marcellus 以外のシェールガス層においても、地下水脈とシ

ェール層の間には一般的に大きな深度の差があることが計測されている12。また、割れ目が

形成される時に発生する地震波を計測することによって、割れ目の広がり具合を観測でき

るマイクロサイスミック技術を用いて水圧をコントロールしながら亀裂形成を進めていく

手法も確立している。規制措置としては、米国の多くの州で、石油およびガス井の開発に

際して、住宅等の建築物とガス井の間に一定の離隔距離を確保すること、開発許可申請時

には水質調査を実施すること13、フラクチャリング流体に使用した化学物質の公開14等を事

業者に義務付けている。 

この他のリスクとして、生産井におけるケーシングパイプの施工不備や劣化が原因でケ

ーシングの割れ目から地下水脈に化学物質やメタンガスが混入するリスクも指摘されてい

る。この問題については、現在ではケーシングの構造、施工方法、地上からの距離、管理

方法等が細かく規定されており、これに違反した場合は罰則が課せられることとなってい

る15。こういった規制強化に加え、米国石油協会（API）は事業者向けの詳細な運用マニュ

アルや技術ガイダンスの提供を行っている16。 

以上の状況から、既にある技術とノウハウを用い、適切に計測しながら水圧破砕が実施・

運用される場合は圧入水が地下水脈に混入する可能性は非常に低い状況であることが伺え

る。 
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② 廃水処理工程 

米国では、在来型の石油およびガス開発の回収水、産業用の廃水等についても、地下注

入により処分する方法が一般的に採用されている17。シェールガスに関しても水圧破砕に使

用した廃水を地下に注入して処分する手法がとられる場合が多いが、この際に地下水に廃

水が流入する可能性が指摘されている。 

米国では地下水が飲料用に広く使用されていることから、飲料水の水質保護のための規

制として Safe Drinking Water Act（SDWA）が 1974 年に制定され、飲料用の水源を汚染

するような地下注入は禁止されている18。 

また、SDWA および 1948 年に制定された水質汚濁の規制に関する法律である Clean 

Water Act19に基づき、米国環境保護庁（EPA）は地下注入の基準である Underground 

Injection Control（UIC）を制定しており、ケーシングおよびセメント等の仕様、機械試験

の実施、定期的なモニタリング報告、閉止の際の計画提出といった事項が定められている20。 

 廃水を地下に注入しない場合は、廃水の浄化処理を行い、再利用もしくは河川へ放流す

ることが行われるが、この際の廃水については、Clean Water Act の下で EPA が規制を行

っており、NPDES(National Pollutant Discharge Elimination System)というプログラム

により管理している21。事業者は廃水の放流に際して EPA の許可を得る必要があり、EPA

は各州の規制当局と連携して、放流計画が適切であるかを管理監督しており、義務に反す

る行為があった場合は事業者側に罰則が課せられる。 

 以上のように廃水処理については、既に連邦規制による管理が行われており、事業者が

規制を遵守することで廃水によるリスクは低減できるものと思われる。 

 

③ 水資源 

 水圧破砕では多量の水を消費するため、飲料水や農業用水等の水の確保が困難になると

いう指摘がある。これに対し、マサチューセッツ工科大学の研究チームは、シェールガス

開発で使用する水量は地域で消費される水の 1%以下であることを報告している(表２)。さ

らに、1Btu（British thermal unit：英国熱量単位）の熱量のエネルギー開発に使用する水

量で評価した場合も、シェールガスが約 1 ガロンであるのに対して、とうもろこし由来の

バイオエタノールでは数千ガロンに達していると報告している22。 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEEJ：2013 年 7 月掲載 禁無断転載 

 

 7 

表２ 主要地域におけるシェールガス開発の水使用量割合 

バーネット
(テキサス州)

フェイエットビル
(アーカンソー州)

ヘインズビル
(ルイジアナ州／テキサス州)

マーセラス
(ニューヨーク州/ペンシルバニア州/

ウェストバージニア州)

公共水道供給 82.7% 2.3% 45.9% 12.0%

産業工業 3.7% 33.3% 13.5% 71.7%

かんがい農業 6.3% 62.9% 8.5% 0.1%

畜産業 2.3% 0.3% 4.0% <0.1%

シェールガス開発 0.4% 0.1% 0.8% <0.1%

その他 4.6% 1.1% 27.3% 16.2%

主要な資源プレイ

 

（出所）MIT(2011),The Future of Natural Gas 

 

2.2. 大気汚染 

 

水圧破砕工程では、フローバック水を回収する際、揮発性有機化合物（VOC）が放散さ

れることによって大気が汚染される、水に随伴するメタンガスが放散されることによって

温暖化が促進されるという指摘がある。例えば、米国コーネル大学のロバート・ハワース

教授を中心とした研究チームが、シェールガス掘削時に大量のメタンの漏えいがあり、掘

削から最終消費までのライフサイクルで評価した場合、石炭よりも温室効果ガスの排出量

が大きい可能性があることを指摘した23。他方、ハワース教授の論文は、データの誤用があ

ること24、メタンの温室効果が過大となる地球温暖化係数を採用している等の指摘を受けて

いる25。また、近年発表された、シェールガスの温室効果ガス排出量ライフサイクル分析に

関する論文のほとんどは、シェールガスのライフサイクル温室効果ガス排出量は石炭、石

油よりも小さいと報告している26。 

規制面では、EPA が連邦規制の Clean Air Act のもとで規制を検討してきた結果、2012

年 4 月に石油・天然ガス生産に伴う大気汚染の防止基準を策定し、フローバック水を回収

する際に、Reduced Emission Completions（RECs）と呼ばれるフローバック水から VOC

やメタンガスを回収する装置の導入を義務付け27、本対策を実施しない事業者に対しては厳

しい罰則を課すことを決定した28。この RECs 装置に関しては、回収したガスを販売するこ

とによって、事業者は設置費用を回収できることから、規制導入前から既に多くの事業者

では RECs 装置を設置しているという報告もある29。以上のことから、ハワース教授らによ

る、「水圧破砕工程において発生するガスが、すべて大気に放散されている」という指摘は、

現状のシェールガス開発状況を反映するものではないと言える30 

また、2011 年からは石油･ガスシステム（石油は精製、ガスは需要家に渡る手前までの全

活動）に関する EPA の GHG 排出量の報告義務制度が開始された。2013 年 2 月には初とな
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る天然ガスを含む大規模施設毎の GHG排出量データが公表されており31、こういった情報

開示制度も事業者側には削減努力のインセンティブとして働くことが予想される。 

 

図 2 RECs（Reduced Emission Completions）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ RECs の設置によって、大気に漏えいする有害排気物の 95%が削減可能。 

・ フローバック水は、砂用の容器で砂を除去した後、ガス用の容器で液体を除去して 

  メタンが回収される。回収されたメタンは製品ラインに送出される（もしくはフレア 

  リング処理が行われる）。 

・ 米国では、2 億立方フィート（2000年）から 2180億立方フィート（2009年）を 

  回収するに至っている。EPAの“Reduced Emissions Completions for 

  Hydraulically Fractured Natural Gas Wells”によれば、約 150億ドルの追加収入が 

  試算されている。 

 

 

（出所）US Environmental Protection Agency 

 

 

2.3. 微小地震の誘発 

シェールガス開発では、水圧破砕の際に、近傍で地震が発生するという指摘があり、米

国、カナダ、英国において複数の調査や研究が進められている32。水圧破砕による地震発生

のメカニズムは、多量の液体を地中に圧入することにより、もともと存在する断層等に沿

ってせん断すべりが発生することによるものである。 

米国研究評議会は人為的な地震発生の実績を調査しており、調査報告書を 2012 年 7 月に

公表した。人為的に発生した可能性のある地震に対して、考えられる発生要因を『石油お

よび天然ガスの採掘』『石油の 2 次回収』『廃水の地下注入』『地熱』『水圧破砕』に分類し、

これまでの事例の要因分析を行っている。その結果、水圧破砕が原因と見られる地震は非

常に少なく、上に掲げた他の要因に比べて発生リスクが低いことが確認されている33。また、

英国においては水圧破砕の実施を禁止していたが、開始前に地震リスクと断層の有無を評

価すること、水圧破砕中の地震の監視を適切に実施することによって地震発生リスクをコ

ントロールできるとし34、2012 年 12 月にはエネルギー気候変動省が水圧破砕禁止措置の解

除を承認している35。 
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3. 考察 

 シェールガスの掘削に必須の「水圧破砕」は 1940 年代に開発され、石油開発現場での実

用件数は 250 万件に上り、60 年強の実用実績がある掘削手法であるが36、改めて水圧破砕

の環境問題に注目が集まる理由は、シェールガス開発の急速な増加にあると言える。在来

型ガスと比べ採掘が難しい点が実用化に向けた障壁になっていたシェールガスであるが、

採掘技術の飛躍的な進歩とコスト低減によって状況が一変し、特に過去 10 年間は中小企業

を中心として、急速に成長してきた。他方、シェールガスの生産技術は、種々の工業プロ

セスを集成したものであり、これに伴う環境負荷に対する規制や対策が急速なシェールガ

ス成長に追いつかず、周辺住民を中心として、環境影響に対する不安を招く結果となった。

現状においてもシェールガス掘削が及ぼす環境影響についての議論と評価の取組みは続い

ている。 

 このような状況を受けて、国際エネルギー機関は 2012 年 6 月に、非在来型ガスが促進さ

れるための「原則」「条件」をまとめた、「Golden Rules for a Golden Age of Gas～World 

Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas」と題する報告を発表した。この

報告では、大規模な非在来型ガス田の開発が、その地域のコミュニティー、土地利用、水

資源と密接な関わりがあり、それらの現在までのあり方を一変させてしまう可能性がある

こと、大気・表層水・地下水の汚染等に対して重大な影響を及ぼす可能性があることを指

摘している。そして、シェールガスをはじめとする非在来型天然ガスの大幅な利用拡大が

ガス黄金時代到来の鍵をにぎるとし、シェールガスの持続可能な開発のためには環境影響

への対応が不可欠であると結論付けている。 

 このような環境リスクへの対策について同報告は“環境保全の観点から十分に受け入れ

可能なレベルで開発を行っていくだけの、技術やノウハウは既に存在している”とも評価

している。既に存在している技術とノウハウを適切に導入し運用・操業していくことが重

要なポイントであることを示唆している。報告では、地下水脈や生態環境への影響を加味

した掘削サイトの選別を行うことによって環境影響を低減できること、適切な坑井の設

計・施工が地下水脈へのガス・化学物質の混入を防ぐことができること、井戸仕上げ時の

優良技術を導入することによってメタン漏えいを防ぐことができること、事業開発の各段

階において地元住民やステークホルダーと密接なコミュニケーションをとり適切かつ迅速

に対応することによって住民の理解が得られること、等々のシェールガス開発・生産の各

段階における行動規範「Golden Rules」をまとめている。提示された行動規範を全て実施

したとしても、一般的なシェールガス井の開発費用上昇幅は総費用の 7%程度であり、マル

チラテラル坑井プロジェクト37ではさらに費用の割合は下がるとしている。 

 実際には、シェールガスの開発が最も進んでいる米国ではここ数年、政府の規制が整備

されつつあると同時に、業界団体が独自の運用マニュアル／ガイドラインを提供したり38、

シェールガス開発事業者と環境保護団体が協力して持続可能なシェールガス生産に必要な
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パフォーマンス基準を検討する活動を行う等39、環境への影響を最小限にすべく様々なレベ

ルでの取組みが実施されている。今後、シェールガス開発が期待される地域では、このよ

うな先駆的・具体的な取組みを参考にすることができるため、環境対策導入はよりスムー

ズになっていくことが予想される。 

 シェールガス開発の環境影響については現在も議論が続いており、全てが完全に解明さ

れるには時間を要するかもしれないが、現時点ではシェールガス開発による飲料水汚染、

メタン漏えい、地震誘発等の環境影響については、適切な技術の導入と操業（オペレーシ

ョン）によって十分に予防できるとの評価が妥当であると言える40,41。 

 

 

 

 

お問い合わせ：report@tky.ieej.or.jp 
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